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           認定工場向けメールマガジン vol.３（令和 4年 9月 30日） 

             （一社）日本冷凍食品協会 品質・技術部より 
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇  I N D E X  ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

１．オンライン講習会 

■WEB防虫・防鼠講習会（基礎編） 開催予告 

２．行政情報 

■アレルギー表示制度（くるみが義務化へ） 消費者庁 

■賞味期限対応勉強会 農林水産省 

               ■計量法施行令改正（計量制度の見直し） 経済産業省 

３．認定制度 

■特別指導業務 

４．事務局からのお知らせ 

■認定制度の事務手続きに関する内容 

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 

◇------------------------------------------------------------------------------------◇ 

１．オンライン講習会 

■WEB防虫・防鼠講習会（基礎編） 開催予告 

イカリ消毒株式会社より講師を招いて、防虫・防鼠講習会の基礎編を WEBで開催します。 

詳細や申込方法は別途後日メールでご案内します。 

なお、講義内容や募集タイミング等、一部変更になる可能性があります。 

・ 開催日時：令和 4年 10月 25日（木） 13：30～16：00 

・ 開催方法：ウェビナー（無料） 

・ 募集予定：10月 14日（金）～20日（木） （定員 500名 定員に達した時点で締め切ります） 

後日、メールで申込リンクをご案内予定です（10月 14日頃発信予定） 

【講義内容（予定）】 

①有害生物の種類と特徴（繁殖しやすい条件や成長サイクル、生息痕等） 

②捕獲傾向とクレームなど有害生物防除の考え方（餌・環境・成長サイクルと清掃頻度等） 

③チェックポイントの事例紹介（ライン周辺、電源設備、外部環境など含む） 

④対処方法の事例紹介（清掃や防除手段の事例等） 

 

◇------------------------------------------------------------------------------------◇ 

２．行政情報 

■アレルギー表示制度（くるみが義務化へ）（消費者庁） 

令和 3年度の食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査の結果、木の実類の割合が増

加して第 3位となり、特にくるみによる症例数が増加しました。この結果を受け、現在、推奨表示になって

いる「くるみ」の義務表示化に向け、令和３年度から使用実態調査や公定検査法開発の検討が開始され
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ています。消費者庁は今年度内を目標に、消費者委員会食品表示部会に対して食品表示基準改正の諮

問を行っていくと公表しています。「くるみ」のアレルゲンに注意が必要な工場は、事前の準備を進めてく

ださい。今後、大きな動きがあった際には追加でお知らせします。（以下参考リンク） 

 

伊藤消費者庁長官記者会見要旨(2022 年 6 月 1 日(水)) | 消費者庁 (caa.go.jp) 

第 67 回 食品表示部会 : 消費者委員会 - 内閣府 (cao.go.jp) 

⇒令和 3 年度即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査報告書 (cao.go.jp) 

 

■賞味期限対応勉強会開催 （農林水産省）  

「輸出拡大実行戦略」に基づく加工食品の輸出拡大を目的として、輸出課題に関する情報提供や議論

が GFP加工食品部会を通じて行われています。その 1つとして賞味期限を課題とした勉強会が 9月 8

日（木）に開催されました。以下リンク先に資料が公開されましたので、参考までに共有いたします。 

 

GFP 加工食品部会（加工食品の輸出促進）：農林水産省 (maff.go.jp) 

 

■計量法施行令改正（計量制度の見直し）（経済産業省） 

計量制度に関する政省令の改正によって、自動はかりが特定計量器に追加され検定対象になり

ました。このうち、自動捕捉式はかり（いわゆるウェイトチェッカー）は、2024年 4月以降、新た

に取引証明に使う場合は、検定に合格した計量器を使用することが義務化されます。なお、既に使

用されている自動捕捉式はかりについては、2027年 4月から義務化となるため、同年 3月 31日ま

でに検定に合格したはかり使う必要がありますのでご注意ください。 

なお、本件については 9月 21日（水）にアンリツインフィビス株式会社より講師を招いてＷＥ

Ｂ講習会を開催し、追加視聴を含めて 300名を超える視聴がありました。現在、受講者からいただ

いたご質問の取りまとめ中です。経済産業省ＨＰにもＱ＆Ａで事例が解説されていますので、こち

らもご確認ください。（以下、参考リンク） 

 

◆経済産業省ＨＰ 計量行政（METI/経済産業省） 

政省令等の改正履歴（METI/経済産業省） 

Ｑ＆Ａ（よくある質問と回答）（METI/経済産業省） 

  自動はかりにおける「取引」「証明」事例集（平成 29 年 12 月版） 

自動はかり Q&A（令和 4 年 8 月版） 

 

◇------------------------------------------------------------------------------------◇ 

３．認定制度 

■特別指導業務 

これまで、冷凍食品認定工場に対して特別指導業務として下記の支援を行ってきましたが、あらためて協

会よりご案内します。新しく配属された検査担当者への教育・指導、検査技術の見直し、個別セミナー開催

など、是非ともご活用ください。詳細については、別紙「特別指導のご案内」をご覧ください。（工場負担は交

通費のみです。） 

 

◇------------------------------------------------------------------------------------◇ 

https://www.caa.go.jp/notice/statement/ito/029005.html
https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/syokuhinhyouji/bukai/067/shiryou/
https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/syokuhinhyouji/doc/220606_sankou
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/bunkakai.html
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/keiryougyousei.html
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/32_seishoreikaisei_rireki.html
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/50_qanda.html
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/keiryoho_kaisei/170922kaisei/171218_04_torisho.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/00_download/220804automaticweighingQA.pdf
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４．事務局からのお知らせ 

■認定制度の事務手続きに関する内容 

・ 更新認定手続き 

令和 4年度の更新対象工場は、113工場。対象工場の皆様には、8 ヶ月前に更新申請案内を送付

していますので、到着後、早めにご申請をお願いいたします。 

 

・ 製造範囲の変更、拡大の申請 

   現在認定を受けている作業場の面積拡大、製造工程の増設、用途の変更等のほか、品質に影響を

及ぼす設備の増設、更新、配置変更を行った場合は、様式 5.2「同一認定品目の認定範囲、追加に関

する依頼書」を提出してください。 

 

 （注意事項） 

設備の増設など範囲変更に関わる内容については、余裕をもって事前にご相談ください。 

また、通常は調査後、承認までに 2週間程度の日程が必要となっており、本生産間近になってご相談

いただいた場合、日程調整ができない可能性もありますので、事前相談にご協力お願いします。 

 

・ 認定品目の追加 

   現在認定を受けている冷凍食品の品目に加え、新たに別の品目の認定を希望する場合は、様式 5

「認定品目の追加に関する審査依頼書」を提出してください。 

 

・ 各種変更届 

   上記以外の施設・設備、品質管理責任者、工場長や補佐員の変更については、HPをご覧ください。 

 

※各種申請の流れ、申請書類様式、申請時の注意事項については、当会 HPをご覧ください。なお、

申請書類提出にあたり、捺印が不要な書類については、メールに添付いただいても構いません。 

また、3年度より、送付いただく書類は、各１部としています。（以前は、各３部） 

 https://www.reishokukyo.or.jp/certification/application/ 

 

※上記に関するご相談については、品質・技術部まで、電話あるいはメールでご連絡ください。また、

Zoomを用いての相談や解説なども対応します。 

◇------------------------------------------------------------------------------------◇ 

 

【お問合せ先】品質・技術部  電話 ：03-3541-3003  Email：jffa@reishokukyo.or.jp 

https://www.reishokukyo.or.jp/certification/application/
mailto:jffa@reishokukyo.or.jp

